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令和６年度神石高原町一般会計補正予算（第２号） 

 

令和６年度神石高原町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額へ歳入歳出それぞれ３９０，０００千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，３４３，０７５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 
 

令和６年７月２日提出 

 
神石高原町長 入 江 嘉 則  

 

-1-



-2-



-3-



第 ２ 表　　地　方　債　補　正

（１）変　更 （単位　千円）

起債 起債

起 債 の 目 的 の 利率 償還の方法 限度額 の 利率 償還の方法

方法 方法

普通

貸借

補　正　前 補　正　後

限度額

合 併 特 例 事 業 債 182,600
　年

3.5%以
内（ただ
し、率見
直し方式
で借り入
れる政府
資金等に
ついて、
利率の見
直しを

行った後
において
は、当該
見直し後
の利率）

　借入先の
融資条件に
よる。ただ
し、町財政
上の都合に
より据置期
間及び償還
期限を短縮
もしくは繰
上償還又は
低利債に借
換えること
ができる。

553,100
　補正前に同じ
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説 明 書（１） 

 

 

神石高原町一般会計 

歳入歳出補正予算事項別明細書 
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